
令和４年４月現在 

 

 
『なるほど！介護保険』（令和３年５月発行）の内容が一部変更となりましたので、読み替え

てご対応くださいますようお願いいたします。 

 

 

6 ページ 

●申請に必要なもの 

変更前 変更後 

 

４０～６４歳の人は健康保険

の保険証 

 

健康保険の保険証 

※国民健康保険・後期高齢者医療保険の方は必要ありません

 

 ※従来は４０～６４歳の人のみ提出でしたが、令和４年４月からは６５歳以上の人も、上記

にあてはまる場合は提出する必要があります。 

 

9 ページ 

●福祉用具の購入 

⑥排泄予測支援機器 

※令和４年４月 1日から福祉用具の種目が追加されました。 

 
15～17 ページ 

●担当課の変更：健康課 多世代健康づくり推進室 

TEL：0258-39-7508 

        FAX：0258-39-5222 

 

27 ページ 

●フェニックスネット：ＱＲコードの変更 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年３月 31 日まで 令和４年４月１日以降 

登録用 QR
コードの変

更 

 
電子申請システム用の 

QR コード 
 

Logo フォーム用の QR コードに変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「なるほど！介護保険」の変更点について



令和４年４月現在 

 

28 ページ 

●担当課の変更 

  変更前 変更後 

中之島支所 市民生活課 地域振興・市民生活課 

越路支所 市民生活課 地域振興・市民生活課 

三島支所 市民生活課 地域振興・市民生活課 

小国支所 市民生活課 地域振興・市民生活課 

寺泊支所 市民生活課 地域振興・市民生活課 

与板支所 市民生活課 地域振興・市民生活課 

川口支所 市民生活課 地域振興・市民生活課 

※ 「山古志支所」・「和島支所」・「栃尾支所」の担当課に変更はありません。 


